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研究成果の概要：犯罪被害者の刑事手続への参加という問題につき、①刑罰及び刑事手続の目

的との関係での犯罪被害者の位置づけ、②被害者参加と訴訟構造との関わり、③被害者参加と

被疑者・被告人の権利保障との関係、④被害者参加が刑事手続にもたらす影響、という観点か

ら、比較法研究を踏まえた検討を行った。そして、そこで得られた知見を基に、わが国で2008

年12月から施行された被害者参加制度につき、その立法経緯と制度内容の分析を行い、その性

格と今後の検討課題を明らかにした。 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 5,800,000 1,740,000 7,540,000 

２００７年度 6,500,000 1,950,000 8,450,000 

２００８年度 2,200,000 660,000 2,860,000 

年度    

  年度    

総 計 14,500,000 4,350,000 18,850,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・刑事法学 
キーワード：犯罪被害者、被害者参加、意見陳述、損害賠償命令 
 
１．研究開始当初の背景 
刑事手続における犯罪被害者の法的地位
に関しては、1990年代後半から、被害者問題
に対する社会的関心の急速な高まりに対応
して、立法及び運用の両面において進展が見
られた。とりわけ立法レベルでは、2000年に、
刑事訴訟法の改正及び犯罪被害者保護法の
成立により、犯罪被害者に刑事手続上の特別
の地位が認められ、また、2004年には、犯罪
被害者等基本法が制定されて、国が犯罪被害
者問題に対して積極的に取り組む義務が明
確にされることになった。これを受けて、

2005年に、内閣府に「犯罪被害者等施策推進
会議」及び「犯罪被害者等基本計画検討会」
が置かれ、審議の末、2005年8月には、今後
の基本方針を定めた犯罪被害者等基本計画
案（骨子）が公表されるに至った。 
しかし、その一方で、犯罪被害者の支援団
体を中心に、現在の法制度は、被害者の保
護・支援という観点からはなお不十分である
として、さらなる改善を求める声も継続的に
上がっていたのであり、その中心的な主張の
一つが、被害者の刑事手続への参加の機会を
拡大する制度の導入であった。 
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そして、諸外国には、既に被害者の刑事手
続への参加を認める制度が存在し、これまで
も、これらの参加制度について研究がなされ
てこなかったわけではないが、それらの研究
では、諸外国の制度を紹介したうえで、それ
を導入しようとする場合に検討すべき問題
点が指摘されているにとどまり、厳密な理論
的検討はなされていない状況であった。 
 
２．研究の目的 
(1) ドイツ、フランスを中心とする大陸法諸
国、及び、アメリカ、イギリスを中心とする
英米法諸国における被害者の手続参加の歴
史的経緯を検討し、それが、それぞれの諸国
における刑事手続の構造の形成とどのよう
な関係を有していたのかを明らかにする。 
(2) 被害者が検察官と同等の地位で、あるい
は、その補助者として公判に参加するという
かたちでの被害者の手続参加を認めた場合
に、既存の刑事訴訟法の基本原則や、そのも
とでの被疑者・被告人の権利保障に対し、具
体的にどのような影響が及び、いかなる不都
合が生じるのかを、実際に公訴参加制度を有
しているドイツ、フランスを対象として、文
献調査及び現地に赴いての聞き取り調査を
行うことにより明らかにする。 
(3) 公訴参加という制度を有していないア
メリカやイギリスにおいては、なぜそのよう
な制度が導入されていないのかを、現地調査
によって明らかにし、公訴参加にまでは至ら
ない刑事手続への参加制度の有効性を検証
する。 
(4) 以上の調査・研究の結果をふまえ、犯罪
被害者の刑事手続への参加として、いかなる
形態が望ましいかにつき検討を行い、立法提
言を行う。 
 
３．研究の方法 
(1) 犯罪被害者の刑事手続への参加に関わ
るわが国の既存の議論を整理することを目
的として、文献や各種の報告書の検討に加え
て、裁判所、法務省、弁護士会、被害者支援
団体等へのインタビューを行った。 
(2)諸外国における犯罪被害者の刑事手続へ
の参加につき、①いかなる形態での参加が認
められており、その歴史的経緯はどうであっ
たのか、②それは、刑事手続の構造とどのよ
うな関係にあるのか、③被害者の刑事手続へ
の参加は、刑事手続にどのような影響を及ぼ
し、いかなる問題を生じさせているのか、と
いう点を中心に、文献調査を行うとともに、
アメリカについては現地調査を行った。 
(3) 2007年6月に成立した「犯罪被害者等の
権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等
の一部を改正する法律」によって新たに導入
されることになった被害者参加制度と損害
賠償命令の内容を明らかにするため、その立

法過程での議論を、法制審議会の議事録、国
会の会議録を手がかりに検討するとともに、
文献調査及び立法関係者へのインタビュー
を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 本研究の当初の目的は、犯罪被害者の刑
事手続への参加という問題を、①刑罰及び刑
事手続の目的との関係での犯罪被害者の位
置づけ、②被害者参加と訴訟構造との関わり、
③被害者参加と被疑者・被告人の権利保障と
の関係、④被害者参加が刑事手続にもたらす
影響、という観点から、諸外国の制度につい
ての研究も踏まえて検討し、あるべき被害者
参加のかたちを明らかにすることにあった。 
 上記の各項目については、比較法研究から、
以下の点が明らかになった。 
 ①については、国家刑罰権との関係で、被
害者の参加をどのように説明するのかとい
う問題は、各国で論じられている。しかし、
最も被害者に保障された権利が広い参加形
態である公訴参加制度を採用しているドイ
ツにおいても、刑事手続の目的の 1つとして
被害者個人の利益の実現ということが正面
から認められているわけではなく、公訴参加
制度は、理論的には説明が難しい歴史的産物
という側面がある。 
 ②については、当事者主義は、被告人・弁
護人と検察官という両当事者による攻防防
御を通じて事実を解明していくという訴訟
構造であるので、被害者をそれと同等の手続
の当事者ないしその一部の権限を持った者
として関与させるのは、現在の手続の基本構
造を変えることになるのに対して、職権主義
の訴訟構造のもとでは、裁判所が事実解明の
主体であり、被告人・弁護人も検察官も、い
わばそのための補助をする立場にすぎない
から、そこに、もう一人、被害者を加えたと
しても、手続の基本構造に何ら影響を及ぼす
ものではない。その意味では、職権主義構造
のほうが被害者の手続参加を認めやすいこ
とは確かであり、現に、アメリカで犯罪事実
の認定段階に被害者の関与が認められてい
ないのは、二当事者による対審構造がその根
拠であるとされている。ただし、イタリアの
ように当事者主義構造をとりつつ、被害者参
加を認めているところもあり、訴訟構造は、
被害者参加の形態を決める絶対的な要因で
はない。 
 ③については、公訴参加を認めているドイ
ツ、フランスにおいては、それによって、被
告人の権利保障が弱まるとは考えられてい
ない。ただし、それを無罪の推定との関係で
問題とする見解はあり、アメリカでは、犯罪
事実の認定段階に被害者の参加が認められ
ていないことの根拠として、それが無罪推定
の原則に反するという点を挙げる見解もあ



 

 

る。 
 ④については、これも公訴参加を認めてい
るドイツやフランスで、被害者が参加するこ
とにより、訴訟が混乱するといった事態は生
じていないようである。また、それによって
量刑が不当に重くなるといった結果が生じ
ているという報告は見当たらない。 
(2) 以上の比較法研究を踏まえて、2007年6
月に成立した「犯罪被害者等の権利利益の保
護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正
する法律」によって新たに導入されることに
なった被害者参加制度と損害賠償命令につ
き、その立法過程での議論を検討し、被害者
参加制度については、次の点が明らかとなっ
た。 
①被害者参加制度の根拠は、「事件の当事
者」としての被害者の尊厳を尊重し、その尊
厳にふさわしい処遇を行うという犯罪被害
者基本法3条1項に求められる。 
②改正法は、一定の犯罪の被害者に、被害
者参加人として一定の権限を行使すること
を認めたが、この被害者参加人というのは、
訴訟手続上の地位であるという理解と、法律
が認めている複数の権限を持ち、それを行使
する可能性のある被害者に与えられた呼称
にすぎないという理解があり、その位置付け
は、必ずしも明確ではない。 
③被害者参加人に認められる個別の権限
は、公判期日等への出席、証人尋問、被告人
質問、事実又は法律の適用に関する意見の陳
述の4つであるが、いずれについても、それ
が認められるか否かは、最終的には裁判所の
判断に委ねられている。このことは、被害者
参加自体についても当てはまる。 
④被害者参加制度は、被害者参加人と検察
官とが全く独立にそれぞれの活動を行うと
いうものではなく、両者が密接なコミュニケ
ーションを保つことを前提としている。そこ
から、被害者参加人は、検察官に対し、当該
被告事件についての検察官の権限の行使に
関し、意見を述べることができ、検察官は、
当該権限を行使し又は行使しないこととし
たときは、必要に応じて、被害者参加人に対
し、その理由を説明しなければならないとす
る規定が置かれている。 
⑤改正法は、立証責任を負うのは、あくま
で検察官であるという前提に立ち、被害者参
加人が犯罪事実の立証を直接に行うことを
認めていない。被害者参加人には証拠調請求
権はなく、証人尋問についてもその対象は一
般情状に関する事項に限られている。また、
被告人質問は、それが意見陳述を行うために
必要であることが要求されており、制度自体
が、犯罪事実の解明のためのものとは位置づ
けられてはいない。さらに、事実と法律の適
用に関する意見陳述も、あくまで意見を述べ
るものにすぎず、犯罪事実の立証活動ではな

い。 
⑥被害者参加人の権限が制限されたもの
であること、その権限は、裁判官の許可を得
て行使するものであることから、被害者参加
人は手続きの当事者ではなく、被害者参加制
度は、既存の二当事者対立構造を維持したも
のである。 
(3) 本研究の成果の一部は、後記のとおり、
複数の図書及び論文として公刊するととも
に、学会での報告も行った。これらにより、
諸外国の制度と比較した場合の、わが国の被
害者参加制度の特色と問題点が明らかにさ
れた。この成果は、今後、わが国における犯
罪被害者の刑事手続への参加の問題を考え
るにあたっての出発点として位置付けるこ
とができる。 
(4) 被害者参加制度は、2008年12月から施
行されたが、本研究の研究期間内に実際に被
害者参加がなされた事件は少なく、それが刑
事手続に及ぼす影響について、実証的研究を
行うことはできなかった。今後、本研究で明
らかになったわが国の被害者参加制度の特
色が、刑事手続の中でどのように現れ、それ
がいかなる影響を及ぼすかを検証し、問題点
があれば、さらなる法改正を提言していく必
要がある。 
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